
 

サービス内容及び重要事項説明書（通所介護・介護予防通所介護） 

 

あなた様に対する通所介護サービスの提供の開始にあたり、厚生省令第 37 号第 96 条に基

づいて、当事業所があなた様に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

あなた様に対する介護予防通所介護サービスの提供の開始にあたり、厚生省令35号第100

条に基づいて、当事業所があなた様に説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業所の概要 

事業者 社会福祉法人 庄原市社会福祉協議会 

事業者の所在地 広島県庄原市西本町四丁目 5 番２６号 

事業の種類 指定通所介護 指定介護予防通所介護 （通常規模型事業所） 

事業所の名称 庄原市社協通所介護事業所どんぐり 

事業所の指定番号 広島県 ３４７４９００２１８ 

事業所の所在地 広島県庄原市高野町新市１１５０番地１ 

開始年月日 指定通所介護     平成 17 年４月１日 

指定介護予防通所介護 平成１８年４月１日 

管理者の氏名 永田 伸子 

連絡先 ０８２４－８６－３０４４ 

事業所の実施地域 庄原市高野町、庄原市口和町、庄原市比和町 

利用定員 ４８名（通所介護定員及び、介護予防通所介護定員を含む） 

 

２．事業の目的 

○通所介護サービス 

要介護状態となった利用者に対し、適切な通所介護サービスの提供を行うことにより、

利用者の心身機能の維持を図り、介護者の負担軽減を図ることを目的とします。 

 

○介護予防通所介護サービス 

要支援状態の利用者に対し、適切な介護予防通所介護サービスの提供を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、要介護状態となることを予防し、生活機能

の維持又は向上を図ることを目的とします。 

 

３．運営の方針 

利用者の人格を尊重し、関係機関との連絡調整を図りながら、常に利用者の立場に立

ったサービス提供に努め、地域や家族との結びつきを重視した運営を行います。 

 

４．事業所の職員体制 

従業者の

職種 
人数 常勤 非常勤 職務内容 

管理者 １ １ ０ 従業者の管理及び業務の管理を行う 

生活相談員 ３ ２ １ サービスの利用者申し込みにかかわる調整。 

生活相談員としてサービス提供に努める。 

看護職員 

 

４ ２ ２ 利用者の健康状態の把握・管理 

介護職員 １４ 

 

５ 

 

９ 

 

利用者の心身の状況に応じた介護・相談利用者

状況の把握 



機能訓練

指導員 

４ ２ ２ 利用者の状況に応じた機能訓練 

調理員 

調理補助員 

４ 

４ 

２ 

０ 

２  

４ 

利用者の状況に応じた食事の調理、提供 

栄養士 １ ０ １ 利用者の状況に応じた食事の献立作成等 

運転手 １ ０ １ 専用車両で利用者の送迎 

事務職員 １ ０ １ サービスの利用申し込み及び、利用計画事跡集

計、保険請求にかかわる事務 

 

５．営業日及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日までとします。 

但し、8 月１４日と 15 日、12 月３１日から 1 月 3 日は除くが、

利用者の状況によってはこの限りではありません。 

営業時間 原則午前７時から午後７時までとします。 

但し、利用者の状況によってはこの限りではありません。 

サービス 

提供時間 

午前 8 時から午後 5 時までの 9 時間とします。 

但し、利用者の状況によってはこの限りではありません。 

 電話等により 365 日、24 時間常時連絡が可能な体制としています。 

連絡先 ０８０－５２３９－４０８５ 

 

６．サービス内容 

種  類 内  容 

通所介護計画書の

作成 

利用者に係る居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）が作

成した居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に基づき、利

用者の意向や心身の状況、環境等の聴取りを行い、援助の目標

に応じて具体的なサービス内容を定めた通所介護計画(介護予

防通所介護計画)を作成します。 

日

常

生

活

上

の

世

話 

入浴の提供 

及び介助 

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部

分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 

食事の提供 

及び介助 

栄養士の立てる献立による食事の提供及び介助が必要な利用者

に対して、介助を行います。 

また、嚥下困難者のための刻み食、流動食等の提供を行います。 

排泄の介助 
介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行う

と共に、排泄の自立について適切な援助を行います。 

更衣介助 
介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行い

ます。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の

介助を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお

手伝い、服薬の確認を行います。 

機

能

訓

練 

日常生活動作

を通じた訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、

体操などを通じた訓練を行います。 

レクリエーション

を通じた訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、

体操などを通じた訓練を行います。 

個別訓練 
必要に応じ、機能訓練指導員が個別に、専門的知識に基づく機

能低下を防止するためなどの訓練を行います。 



そ

の

他 

栄養改善 
低栄養状態又はその恐れのある利用者に対して、栄養指導を行

います。 

口腔ケア 口腔清掃、摂食・嚥下機能の指導を行います。 

送迎 利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。 

相談・助言 日常生活上の介護等に関する相談及び助言を行います。 

健康チェック 体温、血圧測定等を行い健康状態の把握を行います。 

創作活動 趣味･趣向に応じた創作活動等の場を提供します。 

① 上記のサービス提供にあたっては、通所介護計画(介護予防通所介護計画)に沿ったサ

ービスの提供をいたします。 

 ② サービスご利用の記録は、ご用意する通い帳と事業者保管の諸記録用紙に必要事項を

記載し、計画書と合わせ、2 年間は適正に保管します。利用者の求めに応じて閲覧に

供し、又は、実費負担によりその写しを交付します。 

③ サービス提供は、親切丁寧に行い、わかりやすいよう説明を行います。 

④ もし分からないことがあれば、いつでも担当の職員にご遠慮なく質問してください。 

 

７．利用料金 

   付属別紙「サービスご利用料金表」をご参照ください。 

 

８．サービス利用に当たっての留意事項 

   利用者は予め、かかりつけ医師等に相談し指示を受け、通所介護及び介護予防通所介

護を利用する際の留意事項（入浴時における事項、機能訓練における事項、服薬その

他）について、事前に担当の職員にお伝えください。 

 

９．緊急時の対応方法 

   利用者の主治医又は、事業所の協力医療機関へ連絡を行い、医師の指示に従い適切な

対応にあたります。また、速やかに管理者へ報告するとともに、利用者の家族、緊急

連絡先、当該利用者に係る居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所への連絡を行い、

必要に応じて、警察、消防署等へ協力依頼し、状況に応じ、保険者に連絡します。 

なお、利用者の主治医及び緊急連絡先に関しては、担当の介護支援専門員と連絡をと

るものとします。 

 

１０．事業所の協力医療機関 

利用者の主治医

及び 

協力医療機関 

名 称   高野町診療所     医師  山崎 力 

所在地   広島県庄原市高野町新市１１５０番地１ 

電話番号   ０８２４－８６－３０６６ 

 

１１．非常災害対策 

① 消火器等の消火設備を整備し、非常災害に関する具体的な計画をたてています。 

  ② 消防機関との連携を密にして、避難救出及び消火に関する訓練を適宜実施していま

す。 

 

１２．衛生管理 

   すべての従業者は定期的に健康診断を行い、健康管理、清潔の保持に努めます。 

   また、事業所の設備及び備品等を清潔にし、衛生管理に留意します。 

   事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないよう十分に留意します。 

 



 

１３．秘密の保持 

   従業者は業務上知り得た秘密を漏らしません。また、退職後もこれを守秘します。 

 

１４．苦情相談窓口 

  サービス利用にあたり、利用者は次の所へ苦情を申し立てる事ができます。 

事業所窓口 

庄原市社会福祉協議会 

庄原市社協通所介護 

どんぐり 

所在地  広島県庄原市高野町新市１１５０番地１ 

電 話  ０８２４－８６－３０４４ 

     ０８０－５２３９－４０８５（夜間） 

受付時間  ３６５日 午前８時３０分～午後５時３０分 

苦情受付担当者 永田 伸子 

苦情解決責任者 三川みゆき 

庄原市社協居宅介護事

業に対する苦情等の 

連絡調整を行う第三者 

第 三 者 委 員 

加島真一 高野町下湯川 555 番地 ☎0824－86－2235 

藤原弘子 高野町上湯川 156 番地 ☎0824－86－2637 

行政窓口 

庄原市役所 

高齢者福祉課 

介護保険係 

所在地  広島県庄原市中本町一丁目 10 番 1 号 

電 話  ０８２４－７３－１１６７ 

受付時間  月曜日～金曜日（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

      土曜日・日曜日・祝日及び年末年始はお休み 

国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

所在地  広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館 

電 話  ０８２－５５４－０７８３ 

受付時間  月曜日～金曜日（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

      土曜日・日曜日・祝日及び年末年始はお休み 

広島県社会福祉協議会 

（広島県福祉サービス運

営適正化委員会） 

所在地  広島市南区比治山本町１２－２ 

電 話  ０８２－２５４－３４１９ 

受付時間  月曜日～金曜日（午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

      土曜日・日曜日・祝日及び年末年始はお休み 

 

１５．事故発生時の対応方法 

   事業所が提供するサービス中に事故が発生した場合は、市町、家族、緊急連絡先、当

該利用者に係る居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、管理者に連絡を行い、必

要な措置を講じます。 

   ①事故報告書にて職員周知を行い、事故の原因を解明し、事故防止マニュアルの整備

や研修会等を開催するなど事故防止に努めます。 

   ②事故の状況及び採った処置について記録し、賠償すべき事故が発生した場合には損

害賠償を速やかに行います。 

   ③必要に応じて保険者、県等の指導助言を仰ぎます。 

 

１６．虐待の防止について 

   事業所は､利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次のとおり必要な措置を講

じます。 

   ①従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

   ②成年後見制度の利用を支援します。 

   ③苦情解決体制を整備します。 

 

 



１７．その他 

（１） 事業所は、従業者の資質向上を図るため、次のような研修の機会を設けるものと

し、また業務体制を整備します。 

  ①採用時研修 

  ②継続研修 

  ③その他の研修 

 （２） 事業所は、運営責任者と主任等で常にサービス内容を検討する定期的な会議を行

ないます。 

（３） 従業者は常に身分証明証を携帯しておりますので、必要な場合には提示をお求め 

ください。 

（４） 職員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 

（５） この説明書に記載した事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、可能な限

り利用者の立場に立つことを原則に、社会福祉法人庄原市社会福祉協議会と事業所

の管理者との協議に基づいて定めるものとします。 

（６） サービス提供にあたっては、厚生労働省令に定められた基準に基づき行うものと 

し、改正に伴う重要事項説明書の一部変更は、その都度速やかに利用者に通知する

ものとします。 

 

平成   年   月   日 

 

当事業所は、利用者に対するサービス提供開始にあたり、サービス内容及び重要事項 

説明書に基づいて説明しました。 

 

居宅サービス事業者  所在地  広島県庄原市高野町新市１１５０番地１ 

              名 称  庄原市社協通所介護事業所どんぐり 

 

              説明者                     印 

 

私は、サービス内容及び重要事項につきまして、この説明書を基に、居宅サービス事業

者から説明を受けました。 

 

（利用者）                

住 所                       

氏 名                     印 

（署名代行者） 

住 所                              

氏 名                            印 

利用者との関係 （             ）  

（署名代行の理由 ※□内に○をつけてください） 

① 本人が身体上の理由により署名できない。  □ 

② その他の理由              □ 
   

2016.4 



付属別紙 

指定通所介護・指定介護予防通所介護サービスご利用料金表(平成 27 年８月改正) 
庄原市社協通所介護事業所どんぐり 

○通所介護サービスの場合(自己負担額) 

要介護度 ３～５時間 ５～７時間 ７～９時間 

要介護１ ３８０円/回 ５７２円/回 ６５６円/回 

要介護２ ４３６円/回 ６７６円/回 ７７５円/回 

要介護３ ４９３円/回 ７８０円/回 ８９８円/回 

要介護４ ５４８円/回 ８８４円/回 1,021 円/回 

要介護５ ６０５円/回 ９８８円/回 1,144 円/回 

【加算項目】＊サービス提供体制強化加算Ⅱ 6 円/回  

＊入浴加算 ５０円/日  

＊実費として食費（食材料費＋調理費）５００円/1 食 

＊介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 総額の４０/１０００/月  

【減算項目】＊同一建物内の住居から利用者する者に通所介護を行なう場合１日につき９４円(減算) 

○介護予防通所介護サービスの場合（自己負担額） 

① 通常の事業の実施地域以外の地域に居住される利用者に対して送迎を行う場合は、通常の事業の

実施地域を超えた地点から路程 1 キロメートル当たり 25 円を実費としていただきます。 

 ② 通所介護サービスが介護保険の適用を受ける場合、原則として利用料の 1 割をお支払いいただき

ます。 

   なお、一定以上の所得のある方は、サービス利用料の２割をお支払いいただきます。 

   但し、介護保険法に基づいて、保険給付を償還払い（いったんあなたが利用料の全額を払い、その

後、市町から９割の払い戻しを受ける方法）の方法をご希望の場合は、お申し出ください。 

 ③ 提供を受ける、通所介護サービスが介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額をお支

払いいただきます。 

④ 当事業者は、あなたに対し、サービスの利用回数及び当月の利用料等の内訳を記載した利用料明

細書を作成し請求書に添付して請求先に送付します。 

 ⑤ 利用者の個人負担金は、当月分を翌月末に徴収する事とし現金徴収、または口座振替による支払い

とします。その当月分の請求明細書は翌月２５日までに利用者宛、または、その希望される宛先へ

送付することとします。 

 ⑥ サービス証明書が必要な場合（所得税納付額や原爆手帳保持者の方など減免措置が行われる場合）

お申し出ください。 

 ⑦ 原則としてキャンセル料はいただきませんが、故意に事業所の運営に影響を及ぼすと判断される

場合はこの限りではありません。 

時  期 キャンセル料 備  考 

サービス利用日の前々日まで 無料  

サービス利用日の前日まで 利用者負担金の５０％  

サービス利用日の当日 利用者負担金の１００％  

 

要介護度 利用料 

要支援１ １，６４７円/月 

要支援２ ３，３７７円/月 

【加算項目】＊サービス提供体制強化加算Ⅱ（要支援 1） ２４円/月  

      ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ（要支援 2） ４８円/月  

＊実費として食費（食材料費＋調理費）５００円/１食 

＊介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 総額の４０/１０００/月  

【減算項目】＊同一建物内の住居から利用する者に通所介護を行なう場合 

                    （要支援１） ３７６円(減算) 

                    （要支援２） ７５２円(減算) 


